
議案第６３号 

 

山陽小野田市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和５年９月５日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

   山陽小野田市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

第１条 山陽小野田市水道事業給水条例（平成１７年山陽小野田市条例第

１９５号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「４種類」を「３種類」に改め、同項第２号を削り、第３

号を第２号とし、第４号を第３号とする。 

別表を次のように改める。 

  別表（第２９条関係） 

   水道料金表 

給水用途 メー タ ー 口

径 

基本料金 

（１か月につき） 

従量料金 

（１か月につき） 

一般用 １３ ミ リ メ

ートル 

４立方メートルま

で 

１，４１９円 

４立方メートル（基本水

量）を超え 

１００立方メートルまで

のもの 

１立方メートルにつき 

１４３円 

１００立方メートルを超

え 

２００立方メートルまで

のもの 

１立方メートルにつき 

２０ ミ リ メ

ートル 

４立方メートルま

で 

１，９５８円 



２３６．５円 

２００立方メートルを超

えるもの 

１立方メートルにつき 

２５３円 

２５ ミ リ メ

ートル 

２，９７０円 １００立方メートルまで

のもの 

１立方メートルにつき 

１９８円 

１００立方メートルを超

え 

３００立方メートルまで

のもの 

１立方メートルにつき 

２３６．５円 

３００立方メートルを超

えるもの 

１立方メートルにつき 

２５３円 

４０ ミ リ メ

ートル 

１１，２２０円 

５０ ミ リ メ

ートル 

１９，１４０円 

７５ ミ リ メ

ートル 

４４，３３０円 

１０ ０ ミ リ

メートル 

１００，８７０円 

１５ ０ ミ リ

メートル 

２６７，４１０円 

２０ ０ ミ リ

メートル 

４９５，０００円 

臨時用 ― ― １立方メートルにつき 

５５０円 

船舶用 ― ― １立方メートルにつき 

４４０円 

注 水道料金は、上記の表により算出した額（その額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額は切り捨てる。）とする。  

第２条 山陽小野田市水道事業給水条例の一部を次のように改正する。 

  第３２条を次のように改める。 

  （特別な場合における水道料金の算定） 

第３２条 月の中途において水道の使用を開始し、中止し、又は廃止した 

場合の水道料金は、１か月分として算定する。 

 



２ 月の中途において口径又は給水用途を変更したときは、使用日数の多い

口径又は用途の水道料金とする。ただし、使用日数が等しいときは、検針

時の口径又は用途の水道料金とする。 

３ 使用中止若しくは廃止の届出がないとき、又はメーターに使用水量を表

示しないときでも、所定の基本料金は徴収する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、第２条の規定は、令和７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日直前の隔月定

例日から施行日以降における最初の隔月定例日までの間に算定された水量に

基づいて算定する水道料金については、改正後の山陽小野田市水道事業給水

条例（以下「新条例」という。）別表の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

３ 令和７年１０月１日前から継続して供給している水道水の使用で、その使

用期間の日数が１５日以内で算定された水量に基づいて算定した水道料金に

ついては、新条例第３２条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（激変緩和措置） 

４ 施行日から令和１０年３月３１日（以下「激変緩和措置満了日」という。）

までの間における水道料金については、新条例別表の規定にかかわらず、附

則別表の規定により算定する。 

５ 激変緩和措置満了日以前から継続して供給している水道水の使用で激変緩

和措置満了日の翌日における直前の隔月定例日から激変緩和措置満了日の翌

日以降における最初の隔月定例日までの間に算定された水量に基づいて算定

する水道料金については、新条例別表の規定にかかわらず、附則別表の規定

による。 

  

 

 



附則別表 

水道料金表（令和６年４月１日から令和１０年３月３１日まで） 

給水用途 メーター口径 基本料金 

（１か月につき） 

従量料金 

（１か月につき） 

一般用 １３ミリメー

トル 

４立方メートルま

で 

１，３２０円 

４立方メートル（基本水

量）を超え１００立方メ

ートルまでのもの 

１立方メートルにつき 

１３２円 

１００立方メートルを超

え 

２００立方メートルまで

のもの 

１立方メートルにつき 

２２５．５円 

２００立方メートルを超

えるもの 

１立方メートルにつき 

２４２円 

２０ミリメー

トル 

４立方メートルま

で 

１，９０３円 

２５ミリメー

トル 

２，９７０円 １００立方メートルまで

のもの 

１立方メートルにつき 

１９８円 

１００立方メートルを超

え 

３００立方メートルまで

のもの 

１立方メートルにつき 

２２５．５円 

４０ミリメー

トル 

１１，２２０円 

５０ミリメー

トル 

１９，０３０円 

７５ミリメー

トル 

４４，０００円 

１００ミリメ

ートル 

９９，８８０円 



１５０ミリメ

ートル 

２６４，７７０円 ３００立方メートルを超

えるもの 

１立方メートルにつき 

２４２円 

２００ミリメ

ートル 

４９５，０００円 

臨時用 ― ― １立方メートルにつき 

５５０円 

船舶用 ― ― １立方メートルにつき 

４４０円 

注 水道料金は、上記の表により算出した額（その額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額は切り捨てる。）とする。
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議案第６３号参考資料 

山陽小野田市水道事業給水条例新旧対照表（第１条関係） 

改正後 改正前 

（給水用途の種類） （給水用途の種類） 

第４条 給水用途は、次の３種類とする。 第４条 給水用途は、次の４種類とする。 

(1) 一般用 (1) 一般用 

 (2) 洗湯用 

(2) 臨時用 (3) 臨時用 

(3) 船舶用 (4) 船舶用 

２ （略） 

 

２ （略） 

 

別表（第２９条関係） 別表（第２９条関係） 

水道料金表 水道料金表 

給水用

途 

メーター口径 基本料金 

（１か月につ

き） 

従量料金 

（１か月につき） 

一般用 １３ミリメー

トル 

４立方メートル

まで 

１，４１９円 

４立方メートル(基

本水量)を超え 

１００立方メート

ルまでのもの 

１立方メートル

につき 

１４３円 

２０ミリメー

トル 

４立方メートル

まで 

１，９５８円 

給水用

途 

メーター口径 基本料金 

（１か月につ

き） 

従量料金 

（１か月につき） 

一般用 １３ミリメー

トル 

７立方メートル

まで 

１，１８８円 

７立方メートル（基

本水量）を超えるも

の 

１立方メートルに

つき 

１３２円 

 

２０ミリメー

トル 

７立方メートル

まで 

１，８２６円 
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１００立方メート

ルを超え 

２００立方メート

ルまでのもの 

１立方メートル

につき 

２３６．５円 

２００立方メート

ルを超えるもの 

１立方メートル

につき 

２５３円 

 

２５ミリメー

トル 

２，９７０円 １００立方メート

ル以下のもの 

１立方メートル

につき 

１９８円 

１００立方メート

ルを超え 

３００立方メート

ルまでのもの 

１立方メートル

につき 

２３６．５円 

４０ミリメー

トル 

１１，２２０円 

５０ミリメー

トル 

１９，１４０円 

７５ミリメー

トル 

４４，３３０円 

１００ミリメ

ートル 

１００，８７０

円 

１５０ミリメ

ートル 

２６７，４１０

円 

２５ミリメー

トル 

７立方メートル

まで 

２，４２０円 

７立方メートル（基

本水量）を超え 

２０立方メートルま

でのもの 

１立方メートルに

つき 

１７６円 

２０立方メートルを

超えるもの 

１立方メートルに

つき 

２２５．５円 

 

 

 

４０ミリメー

トル 

 

 

１０，３４０円 

１００立方メートル

以下のもの 

１立方メートルに

つき 

１９８円 

１００立方メートル

を超え 

３００立方メートル

までのもの 

１立方メートルに

つき 

２１４．５円 

５０ミリメー

トル 

１７，６００円 

７５ミリメー

トル 

４０，７００円 

１００ミリメ

ートル 

９２，４５５円 

１５０ミリメ

ートル 

２４５，３００

円 
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２００ミリメ

ートル 

４９５，０００

円 

３００立方メート

ルを超えるもの 

１立方メートル

につき 

２５３円 

 

 

 

   

臨時用 ― ― １立方メートルに

つき 

５５０円 

船舶用 ― ― １立方メートルに

つき 

４４０円 
 

２００ミリメ

ートル 

４８９，５００

円 

３００立方メートル

を超えるもの 

１立方メートルに

つき 

２３１円 

洗湯用 ― ― １立方メートルにつ

き 

７７円 

臨時用 ― ― １立方メートルにつ

き 

４９５円 

船舶用 ― ― １立方メートルにつ

き 

４１８円 
 

注 水道料金は、上記の表により算出した額（その額に１

円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨て

る。）とする。 

注 水道料金は、上記の表により算出した額（その額に１

円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨て

る。）とする。 
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山陽小野田市水道事業給水条例新旧対照表（第２条関係） 

改正後 改正前 

（特別な場合における水道料金の算定） （特別な場合における水道料金の算定） 

第３２条 月の中途において水道の使用を開始し、中止し、

又は廃止した場合の水道料金は、１か月分として算定す

る。 

第３２条 月の中途において、水道の使用を開始し、中止

し、又は廃止したときの水道料金は、次のとおりとする。 

 (1) 使用日数が１６日以上のときは、１か月分として算

定する。 

 (2) 使用日数が１５日以下のときは、基本料金の半額と

する。ただし、その使用水量が所定の基本水量の２分の

１を超えるときは、その超える部分について従量料金を

算定し、加算する。 

２ 月の中途において口径又は給水用途を変更したときは、

使用日数の多い口径又は用途の水道料金とする。ただし、

使用日数が等しいときは、検針時の口径又は用途の水道料

金とする。 

２ 月の中途において口径を変更したときの水道料金は、次

のとおりとする。 

 (1) 変更のあった日から使用日数が１６日以上のとき

は、変更後の口径により１か月分として算定する。 

 (2) 変更のあった日から使用日数が１５日以下のとき

は、変更前の口径により１か月分として算定する。 

３ 使用中止若しくは廃止の届出がないとき、又はメーター

に使用水量を表示しないときでも、所定の基本料金は徴収

する。 

３ 月の中途において給水用途を変更したときの水道料金

は、次のとおりとする。 
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 (1) 変更のあった日から使用日数が１６日以上のとき

は、変更後の給水用途により１か月分として算定する。 

 (2) 変更のあった日から使用日数が１５日以下のとき

は、変更前の給水用途により１か月分として算定する。 

 ４ 使用中止若しくは廃止の届出がないとき、又はメーター

に使用水量を表示しないときでも、所定の基本料金は徴収

する。 

 

 


